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用語集＆概念図 

あ行 
語句 該当頁 説明 

あ アクションプラ

ン

1 滋賀県では平成 27 年度を基準年とし、今後、概ね 10 年間での

汚水処理の概成を目標とし、各種汚水処理施設の整備を行う具

体的な実施計画(目標)のこと 

お 汚水処理人口 

普及率 

1 行政区域内の総人口に占める汚水処理（下水道、集落排水事業、
合併処理浄化槽）が可能な人口の比率。つまり、し尿のみを処
理する単独処理浄化槽と、し尿汲み取り人口を除いた人口の比
率。 

■汚水処理人口普及率（％）= 汚水処理可能人口／総人口×100

お 汚濁負荷量 4 窒素やりん、ＣＯＤなどの汚濁物質の量があり、汚濁物質の時

間、あるいは日排水量で表し、[汚濁負荷量=濃度×排出量]で

計算される。 

か行 

語句 該当頁 説明 

か 合併処理浄化槽 

（浄化槽） 

1 し尿と生活雑排水の両方を戸別に処理する施設（環境省所管）。 

これに対し、単独処理浄化槽はトイレからの排水のみを処理す

る施設。 

※平成 13 年 4 月以降の浄化槽の設置は、合併処理浄化槽のみ

認められている。

か 改築・更新 12 使用年数の経過あるいは使用に伴う劣化により、施設が機能不

全になる前に、施設の補修、入替え、もしくは性能・能力更新

を行うこと。 

き 供用開始区域 11 下水道が使用できるようになった区域のこと。 

け 下水道普及率・ 

下水道処理人口

普及率 

1 行政区域内の総人口に占める処理区域内人口の比率。下水道処
理人口普及率ともいう。 
■下水道普及率（％）= 処理区域内人口／総人口×100

け 下水道整備率 11 下水道で整備するとしている区域に対し、下水道が整備された

区域の比率。 

■下水道整備率（％）= 供用開始面積／全体計画処理面積×100

け 下水道全体計画

区域 

3 行政区域内において下水道事業で整備する区域の全域で、概ね

20～30 年で整備できる区域。 

け 下水道事業計画

区域 

13 優先度の高い地区、整備の進捗状況及び財政状況などを勘案

し、概ね 7 年以内に整備可能な区域。 

け 下水道事業計画

未取得区域 

13 下水道全体計画区域のうち、下水道事業計画区域として位置づ

けしていない区域。 

■事業未取得区域（ha）= 全体計画区域-事業計画区域

こ 広域化・共同化 

計画 

2 人口減少に伴う使用料収入の減少、職員数の減少による執行体

制の脆弱化や既存ストックの大量更新期の到来などの汚水処

理施設の事業運営に係る多くの課題を踏まえ、持続可能な事業

運営を推進するために策定するものであり、国土交通省、総務

省、農林水産省、環境省の四省連名により、全ての都道府県に

おいて令和４年度までに計画を策定するとされているもの。  

こ 高度処理 4 有機物除去を中心とした従来の標準的な下水処理と比べて富

栄養化の原因になる窒素・りん等の除去が高度に行える処理方

式。 

こ 公共下水道 1 市町村が管理する下水道で、終末処理場を有するもの又は流域

下水道へ接続するもの（国土交通省所管）。 

注）頁 No：当該語句が本文中で最初に登場する頁 No を示す。 
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さ行 
語句 該当頁 説明 

し 小規模集合排水処

理施設 

3 市町村が汚水等を集合的に処理する施設であって、小規模なも

のの整備促進を図るため、地方単独事業により実施する事業の

こと。 

し 人口フレーム 12 将来推計人口に、土地利用の状況、政策的判断などの影響を加

味し、想定した人口。 

た行 

語句 該当頁 説明 

た 耐用年数 12 部品や施設などが適切な管理にも関わらず、その使用目的を達

することができなくなるまでの年数のこと。 

た 単独公共下水道 3 市町村が独自に終末処理場を有する公共下水道。一方、独自の

終末処理場を持たず、流域下水道に接続する下水道を流域関連

公共下水道という。 

と 特定環境保全公共

下水道 

3 市街化区域外において農村、漁村などにおける生活環境改善、

河川、湖沼などの水質汚濁防止を目的とする下水道のこと。 

な行 

語句 該当頁 説明 

の 農業集落排水 

施設 

1 農村地域の汚水等を集約して処理する施設（農林水産省所管）。

ほかに林業集落排水施設（農林水産省所管）や小規模集合排水

施設（総務省所管）がある。 

ら行 

語句 該当頁 説明 

り 流域下水道 3 主に都道府県が管理する 2 以上の市町村の区域における下水

道を排除・処理する幹線や終末処理場を有する下水道（国土交

通省所管）。 

り 流域関連公共 

下水道 

3 複数の市町村からの下水を処理する流域下水道に接続する公

共下水道をいう。 

り 流域別下水道整備

総合計画 

（流総計画） 

1 下水道整備の基本方針を定めた計画。処理区域、処理能力、窒

素やりんの目標削減量などを定めている。滋賀県では「琵琶湖

流域別下水道整備総合計画」を策定している。 

注）頁 No：当該語句が本文中で最初に登場する頁 No を示す。 
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汚水処理施設の整備状況の概念図 

【現状】 

 

【下水道区域への集落排水施設等の統合】 
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集合処理と個別処理のコスト比較の概念図 

≒浄化槽区域 ≒下水道、集落排水施設 
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（令和４年度末）

大 津 市 343,839        340,566        338,754        - - 1,812 

彦 根 市 111,493        108,217        97,095 4,015 - 7,107 

長 浜 市 114,524        114,524        96,290 18,010 - 224 

近江八幡市 81,669 81,295 68,250 595 - 12,450 

草 津 市 138,600        138,568        138,266        - - 302 

守 山 市 85,675 85,512 85,416 - - 96 

栗 東 市 70,440 70,425 70,203 160 - 62 

甲 賀 市 88,865 86,528 72,198 7,323 - 7,007 

野 洲 市 50,614 50,299 50,098 - - 201 

湖 南 市 54,393 54,000 53,632 - - 368 

高 島 市 46,228 45,924 40,510 3,305 39 2,070 

東 近 江 市 112,349        111,021        92,636 17,530 - 855 

米 原 市 37,593 37,593 34,426 3,069 - 98 

日 野 町 20,888 20,819 16,468 4,136 - 215 

竜 王 町 11,520 11,520 9,832 711 - 977 

愛 荘 町 21,315 21,269 21,135 - - 134 

豊 郷 町 7,176 7,175 7,175 - - - 

甲 良 町 6,568 6,560 6,560 - - - 

多 賀 町 7,440 7,354 6,743 426 - 185 

滋 賀 県 計 1,411,189      1,399,169      1,305,687      59,280 39 34,163 

※1　総人口は令和5年3月31日現在の住民基本台帳人口で外国人を含める。

※2　「-」は、各事業を実施していない市町を示す。

市町別汚水処理人口

市町名
総人口
（人） 汚水処理人口

（人）
下水道

農業集落
排水施設

林業集落
排水施設

合併処理
浄化槽等

別紙１

別紙1-1
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（令和４年度末）

大 津 市 99.0% 98.5%    －  -   0.5%   

彦 根 市 97.1% 87.1%    3.6%   -   6.4%   

長 浜 市 100.0% 84.1%    15.7%   -   0.2%   

近 江 八 幡 市 99.5% 83.6%    0.7%   -   15.2%   

草 津 市 100.0% 99.8%    -   -   0.2%   ＊

守 山 市 99.8% 99.7%    -   -   0.1%   

栗 東 市 100.0% 99.7%    0.2%   -   0.1%   ＊

甲 賀 市 97.4% 81.2%    8.2%   -   7.9%   

野 洲 市 99.4% 99.0%    -   -   0.4%   

湖 南 市 99.3% 98.6%    -   -   0.7%   

高 島 市 99.3% 87.6%    7.1%   0.1%   4.5%   

東 近 江 市 98.8% 82.5%    15.6%   -   0.8%   

米 原 市 100.0% 91.6%    8.2%   -   0.3%   

日 野 町 99.7% 78.8%    19.8%   -   1.0%   

竜 王 町 100.0% 85.3%    6.2%   -   8.5%   

愛 荘 町 99.8% 99.2%    -   -   0.6%   

豊 郷 町 100.0% 100.0%    -   -   -   ＊

甲 良 町 99.9% 99.9%    -   -   -   

多 賀 町 98.8% 90.6%    5.7%   -   2.5%   

滋 賀 県 計 99.1% 92.5%    4.2%    0.0%    2.4%    

※1　各処理施設および全体の普及率は、小数点以下2桁を四捨五入している。

※2　＊印は、四捨五入の結果100%と表記している。

※3　「-」は、各事業を実施していない市町を示す。

市町別汚水処理人口普及率

市町名
汚 水 処 理 人 口
普 及 率

下 水 道
農業集落
排水施設

林業集落
排水施設

合併処理
浄化槽等

別紙1-2
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福島県は、東日本大震災の影響により調査不能な市
町村を除いた値を公表している。
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　７．下水道普及率
下水道処理人口普及率の推移
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福島県は、東日本大震災の影響により調査不能
な市町村を除いた値を公表している。

別紙1-8
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出典）令和2年　下水道統計

都道府県別下水道整備率（供用開始面積/全体計画処理面積）(令和2年度末）

30.7%

39.8%

42.9%

45.1%

54.8%

55.2%

55.7%

56.3%

58.0%

58.3%

59.3%

59.5%

61.4%

62.2%

63.5%

63.7%

66.2%

67.1%

67.9%

68.3%

68.8%

70.2%

70.5%

70.7%

71.2%

71.5%

72.6%

72.9%

73.3%

74.0%

74.4%

75.1%

75.5%

75.9%

77.3%

78.0%

79.0%

79.8%

80.0%

80.2%

80.5%

81.4%

82.1%

82.2%

82.6%

83.9%

84.1%

84.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

徳島県

和歌山県

奈良県

岡山県

静岡県

群馬県

東京都

茨城県

高知県

埼玉県

三重県

大分県

千葉県

山梨県

山口県

愛媛県

滋賀県

香川県

全国平均

沖縄県

大阪府

兵庫県

新潟県

鳥取県

広島県

岩手県

愛知県

福岡県

青森県

島根県

秋田県

長崎県

富山県

宮城県

岐阜県

神奈川県

栃木県

石川県

佐賀県

福島県

熊本県

福井県

北海道

鹿児島県

宮崎県

山形県

長野県

京都府
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滋賀県汚水処理事業広域化・共同化計画

2023(R5) 2027(R9) 2028(R10) 2032(R14) 2033(R15) 2052(R34)

管路

資機材

マンホールポンプ場

管路

マンホールポンプ場

下水道台帳システム

広域化に関わる

市町村、流域等
広域的な連携メニュー

連携に関わる

施設名等

メニューに対するスケジュール（年度）

2018(H30)

短期（～5年） 中期（～10年） 長期的な方針（～30年）

滋賀県、

農業集落排水

施設の下水道へ

の接続を検討す

る９市町

農業集落排水施設の統合 農業集落排水施設

滋

賀

県

汚

水

処

理

事

業

広

域

化

・

共

同

化

研

究

会

の

設

置

・段階的に下水道へ接続

※2045年度（令和27年度）までに統合完了

滋賀県、

県内19市町、

琵琶湖流域

雨天時浸入水対策
・手引き等事務的資料の作成・活用

・共同化に向けた検討

(グルーピング、費用分担、対策手法等）

・共同化の実施

（グループによる共同対策等）

災害時対応
・保有資機材情報の一元管理 ・役割分担、費用分担、人材支援等に向けた検討

・県内統一の被災時対応訓練 ・災害時支援協定の締結

維持管理業務の共同化

（管路、マンホールポンプ）

・維持管理水準の統一化に向けた検討

（維持管理業務内容、頻度、方法等）

・共同化に向けた検討

（手引き等事務的資料の作成、

複数市町による連携方針等）

・共同化の実施

（維持管理水準の統一化、

複数市町による連携等）

下水道台帳の共有化
・下水道台帳システムの入力項目の統一 ・データ入力、更新の体制づくりの検討

・共有システム（クラウド化）の構築
・共有システム構築のための情報蓄積 ・共有システムの構築に向けた検討

別紙４
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